
○
財
務
省
告
示
第
三
百
十
九
号 

 

関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
保
税
地
域
と
し
て
次

の
場
所
を
指
定
し
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
一
月
三
十
日 

財
務
大
臣 

麻
生 

太
郎 

京
浜
港
中
央
防
波
堤
外
側
地
区
指
定
保
税
地
域 

 

一 

土
地 

東
京
都
江
東
区
青
海
三
丁
目
地
先
に
あ
る
中
央
防
波
堤
外
側
ふ
頭
（
Ｙ
１
）
の
北
緯
三
五
度
三
五
分
二
三
秒
東

経
一
三
九
度
四
七
分
五
四
秒
の
地
点
（
Ｙ
１
護
岸
南
端
）
を
Ａ
地
点
と
し
て
、
同
地
点
か
ら
岸
に
直
角
に
北
西
方

向
へ
三
三
三
・
一
四
七
メ
ー
ト
ル
延
長
点
を
Ｂ
地
点
と
し
、
Ｂ
点
か
ら
内
角
六
九
度
三
五
分
一
九
秒
北
東
方
向
に

五
〇
・
三
六
四
メ
ー
ト
ル
の
点
を
Ｃ
地
点
と
し
、
Ｃ
点
か
ら
内
角
一
三
四
度
五
六
分
二
三
秒
東
方
向
に
三
・
七
四

五
メ
ー
ト
ル
の
点
を
Ｄ
地
点
と
し
、
Ｄ
点
か
ら
内
角
二
二
五
度
四
分
四
五
秒
北
東
方
向
に
一
六
・
六
九
七
メ
ー
ト

ル
の
点
を
Ｅ
地
点
と
し
、
Ｅ
点
か
ら
内
角
二
二
五
度
五
分
三
四
秒
北
北
東
方
向
に
三
・
七
三
四
メ
ー
ト
ル
の
点
を

Ｆ
地
点
と
し
、
Ｆ
点
か
ら
内
角
一
三
四
度
五
三
分
一
七
秒
北
東
方
向
に
三
二
五
・
九
四
九
メ
ー
ト
ル
の
点
を
Ｇ
地

点
と
し
、
Ｇ
点
か
ら
内
角
九
〇
度
三
六
分
二
秒
南
東
方
向
に
六
三
・
六
四
三
メ
ー
ト
ル
の
点
を
Ｈ
地
点
と
し
、
Ｈ

点
か
ら
内
角
二
六
九
度
二
三
分
五
八
秒
東
方
向
に
二
・
一
六
七
メ
ー
ト
ル
の
点
を
Ｉ
地
点
と
し
、
Ｉ
点
か
ら
内
角



一
六
二
度
二
四
分
四
一
秒
東
北
東
方
向
に
四
〇
・
〇
三
九
メ
ー
ト
ル
の
点
を
Ｊ
地
点
と
し
、
Ｊ
点
か
ら
内
角
一
五

四
度
〇
分
〇
秒
東
方
向
に
一
・
六
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
点
を
Ｋ
地
点
と
し
、
Ｋ
点
か
ら
内
角
一
五
四
度
〇
分
〇
秒
南

東
方
向
に
一
〇
七
・
五
一
四
メ
ー
ト
ル
の
点
を
Ｌ
地
点
と
し
、
こ
れ
ら
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
、
Ｅ
、
Ｆ
、
Ｇ
、
Ｈ
、

Ｉ
、
Ｊ
、
Ｋ
、
Ｌ
の
十
二
地
点
を
順
に
結
ぶ
直
線
及
び
Ｌ
地
点
と
Ａ
地
点
を
結
ぶ
直
線
で
囲
ま
れ
た
、
東
京
都
江

東
区
青
海
三
丁
目
地
先
の
う
ち
九
九
、
〇
一
一
・
一
四
平
方
メ
ー
ト
ル
の
土
地 

 

二 

建
設
物 

（ 一 ） 

名 

称 

中
央
防
波
堤
外
側
ふ
頭
桟
橋
（
Ｙ
１
） 

 
 

所
在
地 

東
京
都
江
東
区
青
海
三
丁
目
地
先 

 
 

構 

造 

鋼
管
杭
・
Ｐ
Ｃ
桁
床
板
式 

 
 

面 

積 

一
一
、
五
〇
〇
・
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル 

（ 二 ） 

名 

称 

中
央
防
波
堤
外
側
ふ
頭
桟
橋
（
Ｙ
２
） 

 
 

所
在
地 

東
京
都
江
東
区
青
海
三
丁
目
地
先 

 
 

構 

造 

ジ
ャ
ケ
ッ
ト
式 

 
 

面 

積 

二
〇
、
〇
〇
〇
・
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル 

（ 三 ） 

名 

称 

中
央
防
波
堤
外
側
ふ
頭
（
Ｙ
１
）
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
シ
ョ
ッ
プ 

 
 

所
在
地 

東
京
都
江
東
区
青
海
三
丁
目
地
先 



 
 

構 

造 

鉄
骨
造
三
階
建 

 
 

面 

積 

四
二
四
・
九
〇
平
方
メ
ー
ト
ル 

 


